
 
 

電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
新
た
に
総
務
大
臣
へ
の
届
出
が
義
務
付
け
ら
れ
る
卸
電
気
通
信
役
務
に
つ
い
て
は
、
公
正
な
競
争
を
促
す
こ
と
が
、
消
費

者
に
よ
る
安
定
し
た
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
安
価
な
利
用
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
平
か
つ
適
正
な
提
供
が
行
わ
れ
て
い

る
か
、
継
続
的
な
監
視
・
検
証
を
十
分
に
行
い
、
当
該
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
関
係
事
業
者
に
対
し
て
適
切
な
指
導

を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
禁
止
行
為
に
つ
い
て
は
、
公
正
競
争
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
に
鑑
み
、

当
該
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
、
競
争
事
業
者
等
の
意
見
も
聴
取
し
た
上
で
継
続
的
な
監
視
・
検
証
を
十
分
に
行
い
、
当

該
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
関
係
事
業
者
に
対
し
て
適
切
な
指
導
を
行
う
こ
と
。 

 

三
、
新
た
に
導
入
さ
れ
る
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
及
び
有
料
放
送
サ
ー
ビ
ス
の
初
期
契
約
解
除
制
度
等
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容

に
関
す
る
わ
か
り
や
す
い
情
報
が
利
用
者
及
び
受
信
者
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
取
り
組
み
、
関
係
事
業
者
等
に
も
指
導
す
る
こ

と
。
ま
た
、
店
頭
販
売
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
通
信
販
売
に
お
い
て
、
利
用
者
及
び
受
信
者
に
対
し
て
混
乱
を
防
ぐ
措
置

に
つ
い
て
の
事
業
者
自
ら
の
取
組
状
況
も
踏
ま
え
、
過
度
な
規
制
と
な
ら
な
い
よ
う
省
令
等
の
制
定
に
当
た
っ
て
十
分
に
配

慮
す
る
こ
と
。
さ
ら
に
、
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
等
に
対
す
る
苦
情
を
減
ら
す
た
め
、
総
務
省
、
消
費
者
庁
等
の
関
係
各
省
庁

が
緊
密
に
連
携
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
関
係
事
業
者
等
に
対
し
て
十
分
な
指
導
を
行
う
こ
と
。 
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四
、
消
費
者
が
自
由
な
選
択
に
基
づ
い
て
購
入
で
き
る
環
境
を
確
保
し
、
良
質
な
コ
ン
テ
ン
ツ
の
流
通
を
促
進
す
る
た
め
に
、

販
売
代
理
店
に
お
け
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
コ
ン
テ
ン
ツ
販
売
が
公
平
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
販
売
の
状
況
に
つ
い
て
注

視
す
る
こ
と
。 

 

五
、
二
〇
二
○
年
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
の
開
催
等
を
見
据
え
、
我
が
国
の
魅
力
向
上
・
発
信
を
図

る
観
点
か
ら
、
訪
日
外
国
人
に
と
っ
て
も
利
用
し
や
す
く
、
高
品
質
な
Ｉ
Ｃ
Ｔ
環
境
の
実
現
に
向
け
て
、
引
き
続
き
必
要
な

施
策
を
講
ず
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 


